
 
 

【甲種防火管理新規講習】 

講 習 会 場 

糟屋郡志免町大字田富１７０番地 粕屋南部消防組合消防本部 ４階 研修室 

受 講 料 5,000 円 

 講習時間 1 日目 10：00 ～ 17：00 （受付 9：00 ～ 9：55） 

      2 日目 10：00 ～ 16：00 （受付 9：30 ～ 9：55） 

【甲種防火管理再講習】 

講 習 日 受 付 開 始 定 員 

令和 9 年 ２月 25 日（木） 令和 9 年 2 月 3 日（水） 40 名※ 

講 習 会 場 

糟屋郡志免町大字田富１７０番地 粕屋南部消防組合消防本部 ４階 研修室 

受 講 料 ２,000 円 

講習時間 10：00 ～ 12：00 （受付 9：15 ～ 9：55） 

 

各講習申込方法 

（窓口）平日 8：30～17：00 

予防課指導係（消防本部４階）に以下のものを提出してください。 

① 講習申込書(消防本部・南部消防署・中部消防署・西出張所にあります。ホームページから

もダウンロードできます。) 新規講習申込書ダウンロード 再講習申込書ダウンロード 

② 受講料（現金のみ。お釣りがないようにお願いします。） 

③ 写真１枚（縦 3cm・横 2.5cm。写真は６ヶ月以内に撮影された正面、無帽（宗教上又は

医療上の理由がある場合を除く。）、無背景の上半身像で、裏面に氏名を記入。） 

④ 本人確認ができるもの（運転免許証・マイナンバーカード等の提示。） 

⑤ 免状等の写し（講習科目の一部を免除される方のみ。）※新規講習のみ 

⑥ 修了証（甲種防火管理者資格証）⇒ 受付時必ず持参してください！ ※再講習のみ 

 （インターネット） 

① 「インターネット申込み」をクリックするか、右記 QR コードを使用し「電子申請」

に進み、フォームに必要事項を入力して送信し、申込みしてください。 

② 申込み後、消防本部からの自動返信メール内容を確認する。基本的に窓口受付時提出

していただくものを講習日当日に持参していただくようになります。なお講習申込書 

の代わりに受付完了メール文書(メール本文を印刷したもの)を持参してください。 

 

※受講申し込みは管内（志免町・宇美町・須恵町・粕屋町・篠栗町・久山町）にお住まいの方、

又は管内の事業所で防火管理者に選任される予定の方に限ります。（1 事業所 1 名） 

 

問合せ先 予防課指導係（直通）℡ 092-935-６３８９（平日 8：30～17：00） 

 講 習 日 受 付 開 始 定 員 

第１回 令和 8 年 ５月 27 日（水）28 日（木） 令和 8 年 5 月 7 日（木） 50 名※ 

第２回 令和 8 年 11 月 25 日（水）26 日（木） 令和 8 年 11 月 5 日（木） 50 名※ 

https://kasuyananbu.libweb.jp/download/documents/word-65-3.doc
https://kasuyananbu.libweb.jp/download/documents/word-70-3.doc
https://www.kasuyananbu-shobo.jp/download/download_index.html

